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１. 消防庁における感震ブレーカーに関する主な取

 組の全体像（イメージ）

２． 感震ブレーカーの普及推進に係る各取組状況

３． 自治体の取組に関するフォローアップ調査

４． 自治体における先進的な取組事例

５． 令和８年度の取組方針（案）
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消防庁における感震ブレーカーに関する主な取組（全体イメージ）

自治体の取組に関するフォローアップ調査
（令和８年１月実施中）

防災基本計画
の修正

（令和６年６月）

地域防災
計画の修正

自治体向け
普及計画例

の通知
（令和７年３月）

普及計画の
策定

（体制整備、目標
値、重点エリアの

検討）

補助制度によ
る設置支援

自治体の補助
制度への支援

自治体が行う
普及啓発に関
する特別交付

税措置

普及啓発用の
動画・リーフ
レットの作成

（令和７年３月）

各地域における
普及啓発活動

フォローアップ結果
のフィードバック

自治体における取組 消防庁における取組

国土強靭化実施
中期計画の策定

（令和７年６月）

南トラ基本計画
首都直下試算

火災予防運動
における
重点項目

＜広報啓発＞ ＜購入・取付の支援＞＜関連の計画等＞

※国交省と連携

先進事例の
収集・水平展開

＜検討体制＞
住宅用火災警報器・感震ブレーカー設置・維持管理対策会議
住宅防火対策推進懇談会
関係省庁（内閣官房国土強靭化推進室・内閣府・消防庁・経済産業省・国土交通省）による連携
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広報啓発
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活動内容

 消防庁では、毎年、春と秋の２回に分けて、全国で火災予防運動を実施しており、各消防本部
等において、火災予防広報を集中的に行っている。

 今季の火災予防運動では全国的に感震ブレーカーの普及推進に関する広報活動を実施。

地域のイベント等で、地震火災の危険性や電気火災に至る原因、電気火災を防止するための
感震ブレーカーの特徴、必要性について広報・講演を実施。

京田辺市消防本部での感震ブレー
カーを展示した広報活動

袋井市消防本部での地震体験車を用
いた感震ブレーカーの大型模型の展示

全国火災予防運動における広報啓発
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○地震による電気火災対策と感震ブレーカーについて周知するリーフレットの作成

○関係事業者と連携し自治体の補助制度に関するチラシを配布。

【内閣府、消防庁、経済産業省合同リーフレット】
【５省庁によるプレスリリース】

関係省庁と連携した感震ブレーカーの普及啓発
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動画内容の内容

感震ブレーカーの認知度の向上が必要であることを踏まえ、消防庁では、各消防本部等での普
及啓発の際に使用できる動画の制作や、関係省庁と連携したチラシの作成・配布を実施。

感震ブレーカーの普及推進に向けて、基本的な事項を周知。
・地震により火災に至るメカニズム
・通電火災の発生する仕組み
・感震ブレーカーの仕組みと火災予防効果
・感震ブレーカー作動時の留意点

感震ブレーカーには、様々な種類があります

動画はこちら
https://www.fdma.go.jp/relocatio
n/html/life/yobou_contents/mate
rials/

普及啓発動画の作成

令和７年度令和６年度

７

https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/#movie
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/#movie
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/#movie


関連の計画等
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○ 著しく危険な密集市街地の未解消地区（全国1,662ha（令和５年度末時点））を有する地方公共団体（全国15
市区）のうち、感震ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標をハード対策と一体的に達成した団体の割合
０％【R6】→100％【R12】

第４章 推進が特に必要となる施策 （４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化
１）南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震対策の推進
②密集市街地や地下街等の耐震化・火災対策の推進

「防災基本計画」（令和６年6月28日 中央防災会議決定）

第３編 地震災害対策編 第１章 災害予防 第３節 国民の防災活動の促進
２ 防災知識の普及、訓練 （２）防災関連設備の等の普及

国〔消防庁〕及び地方公共団体は、住民等に対して消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカー、
非常持出品等の普及に努めるものとする。

「国土強靱化年次計画2025」（令和７年６月６日国土強靱化推進本部 決定）

第２章各施策グループの推進方針等
１－２地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

○ 地震発生時の住宅火災の発生を抑えるため、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器等の普及を図る。
また、電気に起因する火災の発生抑制のため、感震ブレーカー等の普及を加速させるとともに、特に危険性の高い木

造密集市街地等について集中的な取組を行う。

第１次国土強靭化実施中期計画（令和７年６月６日閣議決定）

各計画における感震ブレーカーに関する記載
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感震ブレーカーの普及推進に関する検討会における議論を踏まえ、令和７年３月28日付け「「感震ブレー
カーの普及推進に関する計画の策定について」(消防予第140号※)により、感震ブレーカーの普及推進に

ついて自治体において計画を策定する際にモデルとなる計画（例）及び計画策定時の留意事項について
全国の自治体及び消防本部に対して通知。
※https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/20250328_hukyusuishinkeikaku.pdf

○ 木造密集市街地や津波浸水想定区域等の出火・延焼危険性が高い地域については、重点エリアとし
て優先的に設置を進めることが必要であり、地域単位で面的に感震ブレーカーの普及を進めることが重
要である。

○ 地域防災計画において感震ブレーカーの普及推進について遺漏なく位置づけられたい。また、計画
（例）を踏まえつつ、感震ブレーカーの普及推進に関する具体的な計画を策定することが重要である。

○ 感震ブレーカーの普及推進にあたっては、感震ブレーカーの認知度や通電火災の危険性に対する認知
度の向上について重点的な広報啓発に取り組むことが必要である。

○ 防災関係部局や消防機関のみならず、福祉関係部局などの関係部局、電気関係事業者や住宅関係
事業者等の関係者と連携し、普及推進体制を構築する必要があることから、火災予防や地震対策に係
る既往の推進体制を基礎としつつ、関係者との協働体制として、各地域の実情に合わせた構成とするこ
とが重要である。また、感震ブレーカーの普及推進に係る取組は、その進捗が地域によって様々である
ことから、各地域の実情に即した形で、可能なものから段階的に取組に着手、推進を図ることが重要で
ある。

○新築住宅に対しては分電盤タイプ（内蔵型）、既存住宅に対しては修繕の機会等を捉えて分電盤タイプ
（後付型）の設置を進めるとともに、木造密集市街地等においては、必要に応じて簡易タイプやコンセン
トタイプも活用しながら速やかに設置を進めていくことが重要である。

〇各地域において、計画の策定後は、感震ブレーカーの設置状況について重点エリアを中心に適宜把握
し、必要に応じて設置支援を行うなど、効果的な普及推進等の検討につなげることが重要である。

計画策定時の留意事項（通知より抜粋）

普及推進に関する計画

感震ブレーカーの普及推進に関する計画例（令和７年３月28日消防予第140号）①
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〇 感震ブレーカーの普及にあっては、幅広い地域を対象とすることが望ましいが、地震時において
火災の延焼の危険性が高い木造密集市街地等や、津波からの避難に伴い火災の発見遅れや消
火活動が困難となるおそれがある津波浸水想定区域等については、出火防止の重要性を考慮し、
重点エリアとして設定することが適当である。

〇 具体的な重点エリアは市区町村が設定するものであるが、都道府県においては、市区町村が設
定する重点エリアを把握するとともに、大規模地震の被害想定等に関する情報提供や、必要に応
じて助言を行うことが重要である。

＜対象地域の目安（例）＞
重点エリアとして、例えば以下の地域が考えられる。こうした地域の実態に応じて重点エリアを設定

する。
・家屋の倒壊や道路の遮断により消火活動が困難となる地域。
・都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」。
・大規模地震時に津波による浸水が想定されることにより消火活動が困難となる地域。
・その他、火災の発生時に消火困難・避難困難と想定される地域。

＜対象建物（例）＞
重点的に普及推進する対象とする建物について、例えば以下が考えられる。
・老朽化した木造建築物
・旧耐震基準の建物

重点エリア等の設定

感震ブレーカーの普及推進に関する計画例②
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〇 感震ブレーカーを計画的に普及推進するために、目標を設定して取り組むことも考えられる。目標設定にあ
たっては、地域における普及推進状況や、大規模災害の被災リスク等を考慮のうえ検討することが考えられる。

〇 これに当たり、例えば、火災の発生・延焼等の危険解消に優先的に取り組むべき地域における達成時期・設
置率の目標値と、市内全域の目標値を切り分けて設定すること等が考えられる。

＜目標設定の例＞
・重点エリア 〇年までに設置率○％
・市内全域 △年までに設置率△％

計画的な普及推進

〇 各地域の重点エリアをはじめとする地域について、設置状況を把握し、地域の状況に合わせた普及推進方
法の検討につなげる。設置状況の把握は、都道府県と市区町村が協力して実施する方法と、独自に実施する
方法がある。結果については公表し、周知することが普及推進を図る上で効果的である。

〇 調査方法が結果に影響する可能性があることを念頭に、調査手法を決定することが重要である。

＜設置状況の調査方法（例）＞
１ 調査対象地域：全域／重点エリア
２ 調査対象世帯：全数調査／標本調査
３ 調査実施主体：都道府県／都道府県と市区町村が連携／外部の調査機関
４ 調査内容：感震ブレーカー設置の有無／設置している感震ブレーカーのタイプ等／住民における感震ブレーカーの
認知度

５ 調査手法：アンケート調査（郵送／インターネット）／戸別訪問にて聞取り調査 等

設置状況の把握

感震ブレーカーの普及推進に関する計画例③
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「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する
基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」（令和７年11月12日消防予第444号）によ
り、火災予防条例（例）において、市町村における感震ブレーカーの普及の促進を明記した。

○火災予防条例（例）
  （住宅における火災の予防の推進）

第29条の７ ○○市（町・村）は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努
めるものとする。

一 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用
防災機器、 感震ブレーカーその他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

二 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

２ ○○市（町・村）民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の３第１項に定める住宅の
部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防
災警報器等の設置に努めるものとする。

火災予防条例（例）（抜粋）

火災予防条例（例）の改正

火災予防条例（例）へ普及推進の位置づけ
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南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによる被害想定では、
火災に対する主な防災対策として、南海トラフ地震防災推進地域内の感
震ブレーカーの設置率 約8.5％が100％になった場合、火災による焼失棟
数が５割減となると試算している。

南海トラフ地震防災対策推進基本計画（中央防災会議令和７年７月１日見直し）

第３章 南海トラフ地震に係る地震防災対策の基本的な施策 第１節 地震対策 ２ 火災対策

○ 国、地方公共団体は、地震時における火災の発生を抑えるため、建築物の不燃化、耐震化を促進する。また、国、地方公共
団体、関係事業者は、電気に起因する火災の発生を抑制するための感震ブレーカー等の普及について、特に木造住宅密集
市街地等の重点的に普及を推進すべき地域の選定、安全灯や非常用電源との一体設置の必要性も含めた感震ブレーカーの
有効性・信頼性を確保するための技術的検討、医療機関等の取扱い等について検討を行い、目標を設定して推進するととも
に、緊急地震速報等を利用した出火防止技術の開発、安全な電熱器具等の購入促進等の安全対策を促進する。

② 電気に起因する出火の防止【内閣府、消防庁、経済産業省、国土交通省】
・ 大規模地震発生時における通電火災対策を含む電気に起因する出火の防止を図るため、感震ブレーカー等の普及を加速さ

せる。特に危険性の高い木造住宅密集市街地については集中的な取組を行う。
【具体目標［1-2-②］】
★ 著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体のうち、感震ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標を

ハード対策と一体的に達成した団体の割合
＜推進地域（市町村）＞  0％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】

出典:南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料

防災対策の効果試算

南海トラフ基本計画における感震ブレーカーの記載
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・首都直下地震地震対策検討ワーキンググループ
による被害想定では、火災に対する主な防火対策と
して、首都圏の住宅における感震ブレーカーの設置
率が20％から50％になった場合に火災による焼失
棟数が約３割減となり、100％になった場合、約７割
減となると試算している。

防災対策の効果試算

現状の設置率

・首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査（令和６年・内閣府）
感震ブレーカー設置率 危険密集地域：30.5％（調査数1,096） 危険密集地域以外：20.3％（調査数9,736）

出典:都心南部直下地震の被害想定
（令和７年12月19日）より作成

【危険密集市街地における感震ブレーカーの設置状況】 【危険密集市街地以外の地域における感震ブレーカーの設置状況】

首都直下地震の被害想定における感震ブレーカーの記載

出典:令和６年度首都圏の住宅 に
おける感震ブレーカーの普及 
状況等 に関する調査報告書
（令和７年５ 月）より作成

３割減

７割減
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購入・取付の支援
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○ 著しく危険な密集市街地の未解消地区（全国：1,662ha
 （令和５年度時点））を有する自治体（都道府県又は市区）
に対し、自治体が当該市街地の住民に対し感震ブレー
カーの購入・取付支援を行う際に要する費用の一部を
支援する。（自治体への間接補助）

○ 自治体において、感震ブレーカーの設置率の目標値
を含む計画を立てることを要件とする。

自治体ごとの支援制度による
感震ブレーカーの購入・取付支援

自治体が負担した
額の一部を支援

消防庁

自治体
住民

購入
・

取付

【火災予防対策の推進】

○ 著しく危険な密集市街地に対する感震ブレーカーの普及推進

【新規】0.3億円

・著しく危険な密集市街地を有する地方公共団体が、

当該市街地に居住する者に対して感震ブレーカーの購入・取付に
ついて計画的に支援する場合に、その費用に対し支援を行う。

令和７年度補正予算

事業のイメージ

川口市、浦安市、品川区、北区、
横浜市、大津市、京都市、
大阪市、豊中市、門真市、
寝屋川市、東大阪市、神戸市、
高知市、長崎市

著しく危険な密集市街地を有する
15市区※

※「延焼危険性」、「避難困難性」を考慮しつつ、個々の地域特性を踏
まえ、自治体が位置づけ

感震ブレーカーの購入・取付支援

○ 著しく危険な密集市街地の未解消地区（全国1,662ha（令和５年度末時点））を有する地方公共団体（全国15
市区）のうち、感震ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標をハード対策と一体的に達成した団体の割合
０％【R6】→100％【R12】

（再掲）第１次国土強靭化実施中期計画（令和７年６月６日閣議決定）
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感震ブレーカーの取付支援状況、支援割合等

工事が必要なタイプ（分電

盤タイプ等）に対して支援

53.3％

（８自治体）

＜自治体の設置・購入支援タイプ別＞

支援なし

33.3％
（５自治体）

※割合については、四捨五入により必ずしも合計値が100％とならないことがある

自治体により複数のタイプや支援割合を対象としている

簡易タイプのみ
に対して支援

13.3％
（２自治体）

１５自治体

〇著しく危険な密集市街地を有する自治体のうち、支援事業を実施しているのは10自治体※。
〇消防庁では、著しく危険な密集市街地を有する自治体に対し、個別に状況をヒアリングするとと

 もに、国費による補助事業の周知を行っているところ。引き続きフォローアップしていく。
※大阪府の自治体については、公益財団法人大阪府都市整備推進センターにより実施

著しく危険な密集市街地を有する自治体への働きかけ

２分の１以上

30.0％

全額又は無償配布

20.0％
定額

50.0％

＜支援割合＞

著しく危険な密集市街地を有する自治体の支援状況（令和８年１月時点）
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１. 消防庁における感震ブレーカーに関する主な取

 組の全体像（イメージ）

２． 感震ブレーカーの普及推進に係る各取組状況

３． 自治体の取組に関するフォローアップ調査

４． 自治体における先進的な取組事例

５． 令和８年度の取組方針（案）
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〇感震ブレーカーの普及推進に関する取組状況や、取組を進めるうえでの課題等について、定期
 的な調査を実施し、自治体の取組をフォローするとともに、取組の参考となる事例の共有を目的
として実施（回答期限：令和８年２月６日）。

○防災基本計画の改正を受け、地域防災計画に感震ブレーカーの設置推進を位置づたか。
○「感震ブレーカーの普及推進に関する計画の策定等について」を受けた自治体における普及計

画の策定状況について、計画の内容（感震ブレーカーの設置目標値の設定状況等）について。
○火災予防条例（例）の改正を受け、自治体の火災予防条例を改正したか。
〇自治体による感震ブレーカーの設置支援事業の有無や、事業詳細について。
〇自治体による感震ブレーカーの普及啓発活動等の実施状況について。
〇その他、自治体による感震ブレーカーに関する先進的取組事例の収集。
※詳細は、参考資料１のとおり。

調査の概要

今年度の調査内容

〇調査結果をとりまとめ、本年度中に実施する住宅防火対策推進懇談会において報告、公表する
 予定。

結果報告

感震ブレーカーの普及推進フォローアップ調査
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１. 消防庁における感震ブレーカーに関する主な取

 組の全体像（イメージ）

２． 感震ブレーカーの普及推進に係る各取組状況

３． 自治体の取組に関するフォローアップ調査

４． 自治体における先進的な取組事例

５． 令和８年度の取組方針（案）
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設置・購入に係る助成制度（令和7年度現在）

区 分 分電盤タイプ 簡易タイプ等※1

主な木造住宅
密 集 地 域

・設置費の2分の（上限４万円）
・新築時の場合は一律1万円

・購入費の全額（上限３千円）

・高齢者のみ世帯等※2には無償の
事前訪問相談、取付助成を実施

その他地域
・設置費の3分の1（上限2万6千円）
・新築時の場合は一律6千円

―

※１ 簡易タイプ、コンセントタイプ
のうち、一般財団法人日本消防設
備安全センターの推奨証の交付を
受けているもの（一部を除く）
※2 65歳以上の方、障害者手帳
の交付を受けている方、要介護者
又は要支援者の方、中学生以下の
方のみで構成されている世帯

これまでの助成実績（平成29年度以降の累計） ※令和7年1月28日現在

○分電盤タイプ：主な木造住宅密集地域… 445件【平成29年度～】
 その他地域………………2,992件【令和元年度～】

○簡易タイプ等：主な木造住宅密集地域…4,993件【令和5年度～】

（1）啓発物等の作成・送付
○主な木造住宅密集地域に所在する全世帯（約33,000世帯）に対して、助成制度の案内及び啓発の内容を含めた冊

 子等を送付
○感震ブレーカーの有用性及び助成内容を紹介するチラシを作成し、区役所・消防署に配架するほか、地域説明時や

イベントでの啓発ブース出展時に配布
○助成制度の申請期間の後半に、リマインドとして案内チラシを再度送付（R7のみ）

（2）地域での啓発活動
○関係学区連絡協議会での説明会等（19学区で37回実施）
○関係学区での組回覧の依頼（6学区で実施）
○関係学区等地域イベント（夏祭り、防災訓練等）での啓発活動等

（学区関係団体等：24回実施、大規模商業店舗等：5回実施）
○消防署の戸別訪問事業に同行した啓発活動（R6のみ）

（682戸に訪問、236戸に説明、81件の助成申込）

主な木造住宅密集地域の設置促進の取り組み（令和6,7年度実績）

【送付物】

取組事例①（名古屋市）

9年度間の取り組みで

累計約8,400戸に助成
22



23

設置・購入に係る補助制度（令和7年度現在） ※１ 簡易タイプのうち、設置推進事業のご案内に記載されている対象機器
※２ 簡易タイプの機器に応じた金額を申請者に機器費用の一部として負

 担してもらう

○対象世帯に対し、わかりやすい補助制度の案内及び啓発の内容を含めた
チラシを用いて、戸別訪問や機器選定の相談会を実施。

〇チラシは感震ブレーカーの説明、対象となる機器や金額、対象地域等につ
いて詳細にわかりやすくまとめられており、申請用紙と一体化することで、
申請しやすい工夫がされている。

補助制度に関するチラシを工夫

【補助制度の案内チラシ】

区 分 簡易タイプ※1 取付支援

重点対策地域 ・無償 ・高齢者・障害者世帯
への取付代行その他地域 ・器具代を一部補助※２

チラシ最終頁を切り離して折りたたむと
そのまま郵送が可能

チラシの詳細はこちら

取組事例②（横浜市）



○「鳥取県震災対策アクションプラン」策定（平成22年12月）
 ・10年間での目標値（延焼が想定される住宅密集地域への設置率17％（H31時点）⇒50％（R10））設定
 ・鳥取県地域防災計画に減災目標を明記

○「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」制定（平成21年７月）
 ・平成21年７月制定時より建築物の耐震改修の促進について規定
 ・令和６年７月改正により感震ブレーカーの導入等について、県民の責務（役割）としてより明確化

○市町村に対する補助制度創設（令和６年７月）
 ・補助率：市町村負担額の1/2（対象経費の1/3を限度）、補助上限金額：0.7～2万円/件等

補助対象経費：感震ブレーカー設置経費
〇鳥取県感震ブレーカー普及協議会の発足（令和６年７月）
〇設置状況調査（電子アンケート等）
〇県内防災士対象アンケート（認知度、設置状況、設置希望タイプ等）

○鳥取県ホームページ上に「鳥取県感震ブレーカー普及協議会」を常設し、県内市町村やパートナー団体と連携協
力し情報提供を行う

⇒昨年度会議発足時のパートナー数39団体から48団体へ増加
○市町村による補助制度創設の検討
⇒補助実施自治体（県内１９市町村中） １５市町村（令和６年度末時点） → １８市町村（令和７年度１月時点）
※未実施の自治体についても実施に向けて前向きに検討中

鳥取県の取組

取組の進捗

取組事例③（鳥取県）
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１. 消防庁における感震ブレーカーに関する主な取

 組の全体像（イメージ）

２． 感震ブレーカーの普及推進に係る各取組状況

３． 自治体の取組に関するフォローアップ調査

４． 自治体における先進的な取組事例

５． 令和８年度の取組方針（案）
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○自治体の取組に関する継続的なフォローアップの実施
⇒全国の自治体における感震ブレーカーの普及推進に向けた計画の策定状況

 （ 地域防災計画の修正状況、重点地域の設定状況等）等についてフォローアップ調査を   
行うとともに、自治体の状況に応じて計画の策定に向けたアドバイス等を定期的に実施。

○著しく危険な密集市街地における設置推進
⇒著しく危険な密集市街地を有する自治体における取組状況を個別に把握し、国費による

 補助制度も活用しつつ、重点的に取組をサポートする。
⇒上記の取組で得られたノウハウを他地域へ水平展開

○新築住宅等における普及推進
⇒関係省庁及び関係事業者団体と連携し、新築住宅等への感震ブレーカーの設置推進を

 図る。

令和８年度の取組方針（案）
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